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令和６（２０２４）年９月１９日 

総務常任委員協議会資料（消防本部）  

 

水難救助訓練等に関する報告  

 

※令和６（２０２４）年８月末日現在 

１ 訓練状況 

⑴ プール訓練回数・参加者数 

６月 ４回 ３３人（訓練統括・警戒員・安全監視員含む） 訓練対象者１４人 

７月 ２回 １９人（       〃        ）   〃  １１人 

８月 ２回 １５人（       〃        ）   〃   ９人 

⑵ 海洋訓練回数・参加者数 

７月 ４回 ２９人（訓練統括・警戒員・安全監視員含む） 訓練対象者１５人 

８月 ２回 １７人（       〃        ）   〃  １１人 

⑶ 操船訓練回数・参加者数 

６月 ２回 １３人     

 ※ 訓練対象者（全員）２９人 

 ※ 毎月、火曜日を原則とし、訓練統括・警戒員・安全監視員（陸上・水中）が安全管理を実施 

 

２ スキューバダイビングライセンス（Ｃカード）の取得状況 

  ６月  ４人 

  ７月 １０人 

  ８月  ３人  合計１７人（昨年度までの取得者４人を含め、合計２１人） 

 

３ 水難資機材整備状況 

⑴ 潜水資機材オーバーホール１４基 

７月２８日付け、１２基のオーバーホール全て完了 

⑵ ネオプレーンドライスーツ１９着 

１９着発注済み（納期期限は１０月末日） 

⑶ ダイバーズウオッチ８個 

契約検査課見積依頼中（納期期限は１２月末日） 

⑷ 水中記録資機材（GoPro）３個 

契約検査課見積依頼中（納期期限は１２月末日） 

 

４ 水難救助訓練１回当たりのスキーム 

⑴ 訓練前日、潜水業務計画表に訓練内容を作成し、訓練参加者が共有 

⑵ 訓練参加者は、前日が当番の場合、連続６時間以上の仮眠（災害出場した際は不参加） 

⑶ 訓練当日 

ア 訓練参加者が健康チェックシート（訓練前）の作成 

イ 潜水隊員個人点検表に基づき使用する資機材点検 

ウ 訓練用の安全管理資機材及び救急資器材点検 

⑷ 訓練場所にて、①準備運動、②装備装着、③装備のバディチェック 
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⑸ 訓練開始 

ア 認定者：潜水隊員訓練実施表に基づき訓練 

イ 未認定者：段階別潜水隊員育成訓練実施表に基づき訓練 

ウ 安全監視員：潜水業務記録表の記入（メモ書き） 

⑹ 訓練終了後、健康チェックシート（潜水業務後）及び潜水業務記録表の作成 

※ 作成様式一式は消防署長へ提出 

 

５ 消防組織としての取組 

 ⑴ 消防署長による面談 

  ア ３人 各１回 

  イ 訓練参加者全員に、声掛けを行い体調不良、不安要素及び訓練の進捗状況等を聴取 

 ⑵ 潜水訓練後、訓練内容について振り返りシートによる共有（消防署長及び訓練参加者全員） 

   ６月 ４回    ※原則：毎月２回以上 

   ７月 ６回  

   ８月 ４回 

 ⑶ メンタルヘルス及び健康診断等 

  ア ６月、訓練事故に関係する消防職員を対象とした惨事ストレスチェックの実施 

    （事故直後及び１か月後に実施済み） 

  イ 水難救助活動計画に基づく健康診断（高気圧作業安全衛生規則３８条） 

     １回目：９月、２９人予定    ※年２回実施 

ウ 相談窓口（消防総務課人事企画係長） 

     相談１件 消防総務課長及び消防署長が協議して対応 

⑷ 総務省消防庁通知の対応 

ア 令和６年７月９日付け 福岡市、プールで訓練中の死亡事故 

イ 令和６年８月１日付け 滋賀県、救助訓練中の死亡事故 

→ 救助係が収受：デスクネッツ、インフォメーションで消防職員に周知 

令和６（２０２４）年８月６日、消防本部幹部会議で情報共有 

 ⑸ 潜水資機材 

ア 毎月１回、水難救助資機材点検管理表による消防点検 

     潜水資機材一式 

イ 毎年１回、オーバーホール 

圧力調整器（レギュレーター、オクトパス）、ケージ（水深計、残圧計及びコンパス） 

及び浮力調整具（ＢＣジャケット） 

 

６ その他 

⑴ 水難救助事案の出場件数 

   ７月 １件 要救助者５人（本署救助隊：２人救出、海上保安庁ヘリ：３人救出） 

   ８月 ３件 要救助者なし  

※ 活動体制：潜水士（２人バディ、水中安全監視員１人）、警戒員、陸上安全監視員 

⑵ ８月に潜水士作業従事認定者を２人養成し、８月末日現在で１４人から１６人体制となる。 

 

以 上      


